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くらしの伝言板◀ �QR がついている記事は詳細情

報をウェブで公開しています
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　例年 1 月上旬に開催しています公職者等新

年交礼会について、令和 5 年から商工会が主

催となります。

　今後の開催案内などは、商工会から送付され

ますので、よろしくお願いします。

　なお、新型コロナウイルスの感染状況により

中止となる場合もありますのでご承知おきくだ

さい。

◦問合せ　総務課庶務係（☎ 47-2112）

　12 月 4 日㈰から 10 日㈯までの人権週間に

併せ、次のとおり「特設なんでも相談所」を開

設します。

　学校や職場でのいじめ、配偶者や家族からの

暴力、インターネットによる嫌がらせや成年後

見などさまざまな悩みや困りごとを気軽にご相

談ください。相談は無料で、相談内容の秘密は

守られます。

⃝と　き　12 月 7 日㈬ 13 時～ 16 時

⃝ところ　町公民館農事研修室

⃝相談担当者　

　人権擁護委員　・山本　寛身さん

　　　　　　　　・生出　成子さん

⃝問合せ　町民課町民生活係（☎ 47-2203）

　12 月は、道税の滞納整理強化月間です。自

動車税、個人事業税および不動産取得税などの

道税すべてについて滞納整理を進めることにし

ています。

　納税がお済みでない方は、至急納税してく

ださい。

　道税の納税には、手続きが簡単で便利な口

座振替が利用できます。

⃝�問合せ

　オホーツク総合振興局北見道税事務所納税課

　（北見市青葉町 6 番 6 号☎ 25-8686）

　町道民税第 3 期分と国保税第 7 期分の納期

限は、12 月 20 日㈫までです。納期内に必ず

納めましょう。

　納期限を過ぎた町税で納め忘れの方は、至急

納入してください。

◦問合せ　町民課税窓口（☎ 47-2193）
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10 月末現在（前月比）

人　口：4,667 人　 （－ 10）

男：2,249 人　 （－ 2）

女：2,418 人　 （－ 8）

世帯数：2,089 世帯（－ 2）

令和 4 年 1 月～ 10 月末

▪救急・火災

210 件

2 件

救　急：

火　災：

公職者等新年交礼会の主催が変わります

特設なんでも相談所を開設します

道税の滞納整理強化月間

町道民税・国保税の納期限は 12 月 20 日

　日中、仕事などの都合により、納税相談や納

付に出向くことが難しい方に、次のとおり夜間

納税相談および収納窓口を開設します。

　収納窓口では税のほか、使用料など（町に関

係するものに限ります）も納付することができ

ます。

⃝と　き　12 月 14 日㈬・1 月 11 日㈬
　　　　　17 時 30 分～ 20 時

⃝ところ　町民課税窓口

◦問合せ　町民課税窓口（☎ 47-2193）

▪�ショートメッセージやメールにより国税の納

付を求めることや差し押さえを予告すること

はありません

　国税庁をかたった不審なショートメッセージ

やメールから、国税庁ホームページに成り済ま

した偽のホームページへ誘導する事例が見つ

かっています。

　国税庁、国税局および税務署では、ショート

メッセージやメールにより国税の納付を求める

旨や、差し押さえの執行を予告する旨の案内を

送信していません。

▪�不審なメールなどに記載された URL へのア

クセスや支払いなどしないよう注意

　不審なショートメッセージやメールを受信し

た場合や、国税庁ホームページに成り済ました

サイトを発見した場合には、アクセスすると被

害を受ける恐れがありますので、アクセスや支

払いなどをしないようにご注意ください。

　国税庁ホームページを利用する際には、ブラ

ウザのアドレス欄を必ず確認してください。

　令和 5 年度試験から理工・デジタル系の方

向けに国税専門 B 区分（理工・デジタル系）

が創設されました。

 ・ 専門試験は、理工・デジタル系の方が大学

などで学ぶ基礎的な内容を中心に出題され

ます

 ・ 国税の職場には、理工・デジタル系の方が活

躍できる多様なフィールドが用意されてい

ます

※ 詳細については右記 QR を確認して

ください。

▪�国税庁ホームページから e -Tax ！

① 国税庁ホームページから、スマートフォンや

パソコンで所得税などの申告書を作成し、マ

イナンバーカードを使用してオンラインで提

出ができます

② マイナポータル連携をすると、控除証明書な

どの必要書類のデータを申告書へ自動で入力

することができます

※ マイナンバーカード読み取り対応のスマート

フォンがあればご利用可能です。

▪ �e -Tax を利用するメリット

 ・ 税務署に行かずに自宅から申告できます

 ・ 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明

書などの添付書類は、記載内容を入力・送信

すれば提出や提示が不要です

※ 法定申告期限などから５年間、税務署から

書類の提出や提示を求められることがあり

ます。

 ・ 自宅から e-Tax で提出された還付申告は、

３週間程度で還付されます

 ・ 確定申告期間中は、メンテナンス時間を除き、

24 時間いつでも利用可能です

※ 源泉徴収票の提出または提示は不要です。医

療費の領収書の提出または提示も不要です

が、医療費控除の明細書の提出が必要です。

⃝ 国税庁ホームページ QR

 ・ 「さぁ自宅で e -Tax ！確定申告

書等作成コーナーから」

 ・ 「マイナポータル連携で確定申告

書に自動入力 !」

　未払い金の整理を年内に行いますので、未払

い金がありましたら、12 月 15 日㈭までに請

求してください。

◦問合せ　企画財政課財政係（☎ 47-2115）

　12 月 30 日㈮～ 1 月 3 日㈫は土・日曜日、

祝日と同じバス運行ダイヤとなります。

　なお、1 月 1 日㈰は陸別線のみの運行です。

　運行時刻は、今月号に折り込みの「北見バス

発車時刻表」をご覧ください。

⃝問合せ　北海道北見バス（☎ 0570-007788）

　 夜間納税相談および収納窓口開設の
　 お知らせ

国税庁をかたる不審なメールなどに注意

国税専門官採用試験

所得税などの申告は、e -Tax で

▶

▶

町への年内支払いの請求は 12 月 15 日まで

年末年始のバス運行運休にご注意ください


